
志津川都市計画土地区画整理事業の変更 

〔南三陸町復興整備計画（南三陸町決定）〕 

 

 

  志津川都市計画志津川災害復興土地区画事業及び志津川都市計画志津川チリ津波復興土

地区画整理事業を廃止する。 

 

 

  

理 由 

 平成２３年３月１１日の東日本大震災により志津川市街地の一帯は、津波で大部分の建 

物が流出する壊滅的な被害を受けたため、南三陸町震災復興計画により安心安全で災害に 

強い市街地整備を実現するために、被災市街地復興土地区画整理事業による復興を進めて 

いく方針としている。 

このことから、今後の南三陸町のまちづくりの目標及び土地利用の方針に基づき、当該 

の土地区画整理事業を廃止する都市計画変更を行うものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1:10,000

N

 土地区画整理事業(廃止)

凡                例

名      称

 志津川都市計画

 志津川チリ津波復興土地区画整理事業

計画面積   約 28.3ha

志津川都市計画土地区画整理事業

総     括     図

名      称

 志津川都市計画

 志津川災害復興土地区画整理事業

計画面積   約 7.1ha


